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Straight away 
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何が問題となっているか？ 

国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準

審議会（FASB)（以下、両審議会）は今週、会議を開

き、以下について議論しました。 

 解約可能リース 

 投資不動産の賃貸料の認識 

 「受取債権および残存資産」アプローチから除

外されたリースの貸手の開示 

後述の議論を経て、上記の論点について多くの仮

決定が行われました。多くの技術的な論点が2012年

の早い段階に両審議会で再び議論されることを、ス

タッフが明らかにしたことは興味深いことです。再議

論される論点には、投資不動産の定義の再検討が

含まれており、これは、2011年10月の会議における、

貸手の会計処理について、すべての投資不動産を

「受取債権および残存資産」アプローチから除外す

るという仮決定に関連するものです。 

 

さらに、利害関係者から寄せられたフィードバック、

そして2011年10月の会議において一部のボード・メ

ンバーから提起された懸念事項を受けて、借手の損

益計算書における損益の認識パターンについても

議論を継続することがスタッフより確認されました。こ

の論点についても、2012年の早い段階に両審議会

で再検討されることになります。 

 

 

 

 

解約可能リース 

両審議会は、当初の解約不能期間に違約金発生通

知期間を加えた期間が12カ月未満の場合は、解約

可能リースとして、短期リースの定義を満たし、簡便

処理されることに合意しました。借手と貸手の両者が

それぞれいつでもリース契約を解約する権利を有す

る場合、当リースは解約可能リースであると定義され

ます。 

 

投資不動産の賃貸料の認識 

IASBのボード・メンバーは、IAS第40号「投資不動産」

で定義される投資不動産のすべての貸手は、賃貸

料を、定額法、あるいは他の規則的な方法が投資不

動産から得られる賃料パターンをより良く表す場合

にはその方法に基づいて認識しなければならないこ

とを、暫定的に合意しました。 

 

また多くのボード・メンバーが、貸手の損益計算書の

認識の論点は、借手の損益計算書の認識に関する

決定に応じて再検討する必要がある可能性を強調

しました。借手の費用認識の論点は、2012年初めに

両審議会で再検討される予定です。 

 

「受取債権および残存資産」アプローチ
から除外されたリースの開示 

両審議会は、「受取債権および残存資産」アプロー

チの適用範囲から除外される契約に関する貸手の

一連の開示について、暫定的に合意しました。 
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